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１．事例の概要 

経産婦。妊娠３９週２日、陣痛開始で入院した。分娩は順調に進行し経腟

分娩となった。分娩所要時間は６時間３０分であった。 

児の在胎週数は３９週２日で、体重は３２２４ｇであった。アプガースコ

アは１分後９点（皮膚色のみ－１点）、５分後１０点であった。出生から２３

分後の経皮的動脈血酸素飽和度は１００％であった。出生から約２時間３０

分後、ブトウ糖を良好に哺乳した。出生から約１１時間後、嘔吐がみられ哺

乳は不良であった。出生から１６時間３０分後、乳児用呼吸モニターの警報

音が鳴り、口唇チアノーゼがみられ、自発呼吸はなかった。看護スタッフは

刺激と吸引を行い、酸素投与を開始し、胸骨圧迫を行った。経皮的動脈血酸

素飽和度は４１％、脈拍は２５０回／分であった。看護スタッフが乳児用呼

吸モニターの警報音に気づいてから５分後に当該分娩機関の医師が到着し気

管挿管を行った。その１５分後、ＮＩＣＵの医師が到着し、その時点では、

心拍数の聴取はできなかった。食道挿管となっていたため、再度気管挿管が

行われ、蘇生処置により、心拍数は１００回／分前後に上昇したが、ＮＩＣ

Ｕへ搬送中に再び６０回／分前後に低下し、エピネフリンが投与された。Ｎ

ＩＣＵ入院時の心拍数は１００回／分以上で、経皮的動脈血酸素飽和度は８

９％であった。動脈血ガス分析値は、ｐＨ６．７９２、ＰＣＯ２４５．２ｍｍ
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Ｈｇ、ＰＯ２３３６ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－６．５ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－３０ｍ

ｍｏｌ／Ｌであった。血液検査は、白血球４４２００／μＬ、赤血球４０２

万／μＬ、ヘモグロビン１５．０ｇ／ｄＬ、ヘマトクリット４８．８％、血

小板２６万／μＬ、ＰＴ１３．５秒、ＡＰＴＴ１５０秒以上、フィブリノー

ゲン１８８ｍｇ／ｄＬ、ＦＤＰ７２．５μｇ／ｍＬ、Ｄ－ダイマー３８．３

μｇ／ｍＬであった。頭部超音波断層法では、軽度脳浮腫がみられた。 

生後１２日に行われた頭部ＣＴスキャンでは、脳溝および鞍上槽に出血成

分がみられ、クモ膜下出血が疑われ、両側淡蒼球にも出血を疑わせる高濃度

域がみられた。生後２５日に行われた頭部ＭＲＩでは、基底核病変と共に多

嚢胞性脳軟化症の状態であった。 

本事例は診療所における事例であり、産婦人科専門医１名（経験年数４５

年）、助産師１名（経験年数１５年）、看護師１名（経験年数８年）、准看護師

３名（経験年数３０～４０年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、出生から１６時間３０分後に児の

呼吸が停止したことにより、低酸素状態に陥ったことで低酸素性虚血性脳症

を発症したと考えられる。感染、低血糖、低体温、電解質・代謝異常、心血

管系の奇形・伝導障害、誤飲・嘔吐等の呼吸停止の要因となる因子は認めら

れず、突然呼吸停止となったのか、何らかの予測困難な異常が先行し、その

結果として呼吸が停止したのか不明である。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊婦健診および入院時、分娩第Ⅱ期の胎児心拍監視は一般的である。胎児

心拍数に異常がないことを確認し、連続監視を中断したことは基準内である。 
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出生後、経皮的動脈血酸素飽和度モニターや乳児用呼吸モニターを装着し、

新生児管理を行ったことは適確である。児のチアノーゼを発見後、直ちに蘇

生処置を開始したことは一般的である。蘇生の初期処置として刺激と吸引、

酸素投与を行ったことは一般的であるが、その後、バック・マスクを実施せ

ず、胸骨圧迫を開始したことは、蘇生の手順として選択されることは少ない。

蘇生時に経皮的動脈血酸素飽和度の測定を行ったことは基準内である。無呼

吸状態の児に対して気管挿管を行ったことは医学的妥当性があるが、挿管チ

ューブの位置の確認を行わないまま経過したことは一般的ではない。ＮＩＣ

Ｕの医師の応援を求めたこと、搬送したことは医学的妥当性がある。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

分娩経過に異常がみられず、正常な経過をたどる新生児で、乳児用呼吸

モニターを用いて管理を行っていても、まれではあるが、本事例のように

予期せぬ重篤な病態が発症する可能性がある。より適確な蘇生処置が行え

るように、新生児蘇生法講習会を受講し、技術の修得を図ることが望まれ

る。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

ＡＬＴＥ（乳幼児突発性危急事態）、ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）

などの新生児の重篤な事象の病態解明が望まれる。 
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（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 

 


